
● 特集 ●�

第１号被保険者の�
介護保険料�

10月から介護保険料を�
納めていただきます�
10月から介護保険料を�
納めていただきます�

　4月から介護保険制度がスタートしました。介護保険制度では、40歳
以上のすべての人に介護保険料を納めていただきます。65歳以上の人（第
1号被保険者）は10月分から保険料を納めていただくことになります。こ
の特集では、65歳以上の人の介護保険料とその納め方をお知らせします。�
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